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尾張都市計画川井野寄工業団地地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」

という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、川井野寄工業団地地区に

おける建築物に関する制限に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号。以下「令」という。）に規定する用語の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条

第１項の規定により告示する尾張都市計画川井野寄工業団地地区計画

（以下「川井野寄地区計画」という。）の区域内において適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 

(1) 工場（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する

統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ－製造業に属す

るものに限る。）、当該工場に関連する研究開発施設及び物流施設。た

だし、次に掲げるものを除く。 

ア 法別表第２（ぬ）項第３号８の３、９、１３及び１３の２並びに

同表（る）項第１号に掲げる事業を営む工場 

イ 法別表第２（る）項第２号に掲げるもの 

ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第２条第４項に規定する産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供

するもの 

(2) 前号の建築物に附属するもの 

２ 法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、

法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前項の規定は、

適用しない。 

 (1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前項の規定の

適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続



き前項の規定（当該規定が改正された場合においては、改正前の規定

を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同

じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後にお

ける延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれ

ぞれ法第５２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５３条の規定並

びに第５条及び第６条の規定に適合すること。 

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍

を超えないこと。 

(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面

積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超

えないこと。 

(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器

等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容

量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の 

１．２倍を超えないこと。 

(5) 用途の変更を伴わないこと。 

（建築物の容積率の最高限度） 

第５条 建築物の容積率は、１０分の２０以下でなければならない。 

２ 法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、令第１３７条の８各号に規定する範囲内において増築若しくは改

築をする場合又は令第１３７条の１２に規定する範囲内において大規

模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前項の規定は、適用しない。 

（建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 建築物の建蔽率は、１０分の６以下でなければならない。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 建築物の敷地面積は、３，０００平方メートル以上でなければな

らない。 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれか



に該当する場合は、この限りでない。 

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同

項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違

反することとなった土地 

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合

するに至った土地 

３ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面

積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で第１項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものにつ

いて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定

は、適用しない。 

(1) 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が減少し

た際、当該面積の減少がなくとも第１項の規定に違反していた建築物

の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用

するならば同項の規定に違反することとなった土地 

(2) 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適

合することとなるに至った土地 

（壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線、川井野寄

地区計画の区域の境界線、水路境界線又は調整池境界線までの距離（以

下「後退距離」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める数値以上でなければならない。ただし、守衛所、自転車置場その

他これらに類する用途に供し、軒の高さが３メートル以下で、かつ、後

退距離の限度に満たない部分の床面積が１５平方メートル以内である建

築物を除く。 

(1) 川井野寄地区計画における緑地１号及び２号に接する道路境界線又

は川井野寄地区計画の区域の境界線 １０メートル 

(2) 川井野寄地区計画における緑地３号に接する水路境界線 １４．８



メートル 

(3) 川井野寄地区計画における緑地４号に接する調整池境界線 ５メー

トル 

２ 法第３条第２項の規定により前項の規定を受けない建築物について増

築又は改築する場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規

定にかかわらず、前項の規定の施行又は適用の際現に存する建築物の部

分については、同項の規定は、適用しない。 

（建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは、２５メートルを超えてはならない。 

２ 前項の規定による建築物の高さの算定については、次に定めるところ

による。 

(1) 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積

の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、そ

の部分の高さは、５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当

該建築物の高さに算入しない。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第１０条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上

又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の

範囲内において、当該規定は、適用しない。 

（規則への委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

（罰則） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、２００，０００円以下の

罰金に処する。 

(1) 第４条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(2) 第５条第１項、第６条、第７条第１項、第８条第１項又は第９条第

１項の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）における当

該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図

書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施

工者） 

(3) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことに



より、第７条第１項の規定に違反することとなった場合における当該

敷地の所有者、管理者又は占有者 

(4) 法第８７条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反した

場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築

主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する

ほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合において

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑

を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該

違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽く

されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限

りでない。 

 

附 則 

この条例は、川井野寄地区計画に係る都市計画法第２０条第１項の規定

に基づく告示の日から施行する。 

 

 


